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法 律 相 談
日常生活上のもめごとや法律上
の手続きなどについて、弁護士が
相談に応じます。毎週木曜日…区
役所一階区民相談室。毎月第三水曜
日…第二庁舎。時間はいずれも
午後1時～4時です。

ミニ開発を防ぐために
指導要領を制

定
宅地開発業者を対象に

小
規
模
宅
地
開
発
(
一
区
画
の
広
さ
を
一
〇
〇
。
'匹未
滴
に
し
て

建
売
り
住
宅
を
建
て
る
い
わ
ゆ
る
ミ
ニ
開
発
)
に
よ
る
狭
小
な
密

集
住
宅
の
建
設
は
、
生
活
環
境
を
悪
化
す
る
の
み
な
ら
ず
防
災
上

の
障
害
と
も
な
り
、
「
住
み
よ
い
足
立
区
」
建
設
へ
の
妨
け
と
な

り
ま
す
。
こ
の
丕
一
開
発
を
防
止
す
る
た
め
、
区
で
は
宅
地
開
発

事
業
者
に
対
し
要
領
を
定
め
て
、
法
律
に
よ
る
申
請
を
行
な
う
前

に
指
4
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

足
立
区
小
規
模
宅
地
開
発
に
関
す

る
指
導
要
領
の
あ
ら
ま
し
を
あ
け
て

み
る
と
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
種
住
居
専
用
・
第
二
種
住
居

専
用
・
住
居
・
準
工
業
・
工
業
地
域

内
で
の
開
発
は
、
三
〇
〇
㎡
以
上
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

道
路
の
築
造
が
あ
る
と
き
は
、
通

り
抜
け
道
路
と
す
る
か
ま
た
は
、
将

来
通
り
抜
け
で
き
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、一
区
画
の
宅
地
の
広
さ
は
、

殤
べ
い
率
に
よ
っ
て
、
六
割
地
区
は

六
六
㎡
、四
割
地
区
は
(
二
・
五
㎡
、

三
割
地
区
は
九
九
。
'‘以
上
と
す
る
こ

と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
良
好

な
居
住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
の
土

地
利
用
に
関
す
る
要
領
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
要
領
は
、
昭
和
五
十
二
年
十

二
月
十
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
か
、
「
住
み
よ
い
足
立
区
」
建
設

の
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
「
足
立
区
小
規
模
宅
地
開

発
に
関
す
る
指
導
要
領
」
は
別
掲
の

と
お
り
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
都
市
整
備

課
・
建
築
指
導
課

み
ん
な
で
防
ご
う

年
末
の
交
通
事
故

年
末
の
あ
わ
た
だ
し
さ
か
ら
、
例

年
新
聞
紙
上
を
賑
わ
す
の
が
交
通
事

故
で
す
。
年
末
に
事
故
が
多
く
発
生

す
る
の
は
、
人
と
車
の
動
き
が
活
発

に
な
り
、
お
互
い
か
一
秒
も
無
駄
に

し
た
く
な
い
と
い
う
あ
せ
る
気
持
に

大
き
な
原
因
か
あ
り
ま
す
。

誰
で
も
交
通
事
故
は
起
こ
し
た
く

な
い
も
の
で
す
。
悲
惨
な
事
故
を
起

こ
さ
な
い
た
め
に
も
。
ひ
と
り
ひ
と

り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
よ
う
に
心

が
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
近
自
転
車
に
よ
る
交
通

事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
自
転
車

に
乗
る
方
は
、
特
に
次
の
こ
と
に
心

が
け
る
よ
う
に
し
ま
し
冫
つ
。

▽
大
き
な
交
差
点
で
は
自
転
車
か
ら

降
り
て
横
断
歩
道
を
渡
る

▽
小
さ
な
交
差
点
で
は
一
時
停
止
し

左
右
の
安
全
を
確
認
す
る

▽
安
全
な
歩
道
を
ゆ
っ
く
り
走
る

▽
信
号
を
守
る

▽
止
ま
っ
て
い
る
車
の
闡
を
横
断
し

な
い

▽
二
人
・
三
人
乗
り
や
自
転
車
競
走

は
や
め
る

▽
片
手
運
転
・
手
放
し
運
転
・
酒
酔

い
運
転
・
無
灯
火
運
転
・
わ
き
見

運
転
は
絶
対
し
な
い

▽
自
転
車
は
後
方
に
も
気
を
配
る

▽
自
転
車
は
身
体
に
合
っ
た
も
の
に

乗
り
欠
陷
の
な
い
よ
う
整
備
点
検

を
怠
ら
な
い

▽
子
供
・
老
人
の
自
転
車
利
用
は
、

家
族
で
話
し
合
い
、
極
が
控
え
る

よ
う
に
す
る

自
転
車
置
場
を

利
用
し
て
い
る
方
へ

区
で
設
置
し
た
自
転
車
置
場
は
、

す
で
に
膺
杯
状
態
で
、
駅
前
周
辺
は

放
置
自
転
車
の
洪
水
と
な
り
、
歩
行

者
の
方
な
ど
に
大
変
な
迷
惑
を
か
け

て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
区
で
は
十
一
月
か
ら

試
行
的
に
、
北
千
住
と
綾
瀬
の
自
転

車
置
場
に
自
転
車
整
理
員
を
配
置
し

ま
し
た
が
大
聚
好
評
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
利
用
者
の
中
に

は
、
自
転
車
置
場
の
入
口
付
近
に
自

転
車
を
放
置
し
た
ま
ま
、
豊
理
具
に

対
し
、
片
付
け
て
お
く
よ
う
に
と
の

無
理
な
要
求
を
す
る
方
も
い
て
、
大

変
困
っ
て
い
ま
す
。

自
転
車
置
場
を
利
用
す
る
方
は
、

め
い
め
い
が
譲
り
合
い
の
精
神
を
も

っ
て
利
用
す
る
よ
う
心
が
け
る
と
共

に
、
自
転
車
安
全
利
用
モ
デ
ル
都
市

と
し
て
の
胯
り
を
も
つ
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

自
転
車
利
用
の

自
粛
を

自
転
車
は
気
軽
で
快
適
な
乗
り
物

で
あ
る
た
め
、
通
勤
・
通
学
・
買
物

な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
反
面
、
他

の
乗
り
物
と
違
っ
て
、
無
防
備
な
た

め
に
、
乗
り
方
を
誤
ま
る
と
大
変
危

険
で
す
。

歩
行
者
や
自
動
車
が
先
に
避
け
て

く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
安
易
な
気
持

が
事
故
の
も
と
と
な
り
ま
す
。
徒
歩

で
ゆ
け
る
よ
う
な
目
的
地
に
は
、
自

転
車
の
利
用
を
自
粛
し
、
歩
く
よ
う

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

「
乗
る
な
ら
飲
む
な

飲
む
な
ら
乗
る
な
」

「
急
が
ず
あ
わ
て
ず

ゆ
っ
く
り
と
」

「
お
先
へ
ど
う
ぞ

あ
り
が
と
う
」

足
立
区
小
規
模
宅
地
開
発

に

関
す
る
指

導
要
領

す
べ
て
の
区
民
は
、
健
康
で
か

つ
快
適
な
生
活
を
営
む
も
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
住
宅
環
境
は
、

常
に
良
好
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

特
に
足
立
区
に
お
け
る
土
地
の

効
率
的
利
用
は
、
区
の
将
来
に
わ

た
る
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
と

維
持
の
基
盤
と
な
る
も
の
で

あ

る
。弖

一
開
発
に
よ
り
過
小
、
狭
隘

化
す
る
宅
地
開
発
は
、
生
活
環
境

の
悪
化
と
防
災
上
の
障
害
と
な
る

ば
か
り
で
な
く
、
「
住
み
よ
い
足

立
区
」
建
設
へ
の
妨
げ
と
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

足
立
区
は
、
こ
れ
ら
の
現
状
を

踏
ま
え
、区
の
指
導
要
領
を
定
め
。

「
住
み
よ
い
足
立
区
」
に
す
る
た

め
、
関
係
者
に
理
解
を
求
め
、
最

大
の
協
力
を
要
睛
す
る
も
の
で
あ

る
。第

一
章
　
総
則

(
目
的
)

第
一
条
　
こ
の
要
領
は
、
足
立
区

に
お
け
る
小
規
模
な
宅
地
開
発
(

以
下
、

マ

ユ
開
発
」
と
い

う
。
)
を
お
こ
な
う
に
際
し
、

防
災
上
の
安
全
性
の
確
保
及
ぴ

近
隣
住
環
境
の
悪
化
の
防
止
等

を
図
る
た
め
、
宅
地
開
発
事
業

を
実
施
す
る
者
(
以
下
「
事
業

者
」
と
い
う
。
)

に
対
し
、
法
律

で
定
め
ら
れ
た

申
請
手
続
を
行

な
う
前
に
、
指

導
及
ぴ
協
力
を
要
請
し
、
以
て

居
住
翼
境
と
都
市
環
境
の
調
和

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。(適

用
範
囲
)

第
二
条
　
こ
の
要
領
は
、
都
市
計

画
法
に
基
づ
く
用
途
地
域
の
う

气
・
f
】種
往
S
素

蠶

、

第
二
輅
住
居
専
用
地
域
、
居
住

地
域
、
準
工
業
地
域
、
工
業
地

域
内
に
お
け
る
開
発
面
積
か
三

〇
〇
。
"以
上
の
ミ
ニ
開
発
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

(
事
前
協
議
)

第
三
条
　
こ
の
要
領
の
適
用
を
受

け
る
事
業
者
は
、
事
前
に
区
畏

に
申
し
出
て
協
餓
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
章
　
事
業
者
の
協
力
責
務

(宅
地
面
積
)

第
四
条
　
事
業
者
は
ご
三

開
発

を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
別
に

定
め
る
基
準
以
上
の
宅
地
面
積

の
確
保
に
男
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(道
路
形
態
等
)

第
五
粂
　
事
業
者
は
。
道
路
を
築

造
す
る
場
合
、
次
の
各
号
に
骸

当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
道
路
を
通
り
抜
け
と
す
る
よ

う
隣
接
す
る
敷
地
所
有
者
並
ぴ

に
関
係
権
利
者
と
の
共
同
化
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
ひ
を
得
な
い
場
合

は
、
隣
接
敷
地
ま
で
道
路
を
接

す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

‥一‥
、
弖
一
開
発
を
す
る
区
域
に

接
し
て
。
空
地
等
が
あ
る
場

合
。

口
、
ミ
ニ
開
発
を
す
る
区
域
が

二
面
以
上
道
路
に
沿
っ
て
接

し
て
い
る
場
合
。

{一
、
弖
一
開
発
を
す
る
区
域
に

接
し
て
、
認
定
外
道
路
、
河

川
及
ぴ
水
路
等
が
あ
り
、
こ

れ
が
将
来
歩
道
等
通
行
が
予

想
さ
れ
る
場
合
。

四
、
ミ
ニ
M
発
を
す
る
区
域
が

既
成
開
発
区
域
に
接
し
、
か

つ
道
路
等
の
接
続
が
可
能
な

場
合
。

凶
、
道
路
の
新
設
を
伴
わ
な
い

三
一
開
発
の
敷
地
に
接
し

て
、
将
来
開
発
が
予
想
さ
れ

る
敷
地
が
あ
る

場
合
。

二
、
　
前
項
第
三

号
に
い
う
認
定

外
道
路
、
河
川

及
ぴ
水
路
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
中
心
線
よ
り
二
回
後

退
し
た
部
分
を
避
難
通
路
と
し

て
礎
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
、
事
業
者
は
盛
土
等
を
行
な
う

場
合
に
は
、
造
成
地
盤
面
と
隣

接
宅
地
面
と
の
高
低
差
が
甚
だ

し
い
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
十

分
配
慮
し
な
け
れ
ぱ
。な
ら
な

い
。

第
三
章
　
道
路
位
置
の
指
定

(
道
路
位
置
指
定
の
協
議
)

第
六
条
　
ミ
ニ
M
発
に
よ
る
新
設

道
路
等
で
、
建
築
基
準
法
施
行

令
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項

第
一
号
ホ
に
関
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
別
に
協
叢
す
る
こ
と

か
で
き
る
。

(
道
路
位
置
指
定
の
変
更
)

第
七
条
　
隣
地
と
接
続
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
道
路
位
置
指
定
を

受
け
た
後
、
変
更
を
生
じ
た
場

合
に
は
、
建
築
基
準
法
第
四
十

五
条
の
範
囲
内
で
変
更
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
租
税
特
別
措
置
法
の
適

用(
優
良
宅
地
及
ぴ
慶
良
住
宅
の

認
定
)

第
(
条
　
租
税
特
別
措
置
法
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る

事
業

者
は
、
こ
の
要
領
に
基
づ
く
指

導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

第
五
章
　
補
則

(
補
則
)

第
九
条
　
こ
の
要
領
に
よ
り
が
た

い
も
の
、
又
は
定
め
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
別
に
区
長
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

付
則

一
、
こ
の
要
領
は
、
昭
和
五
十
二

年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。

二
、
こ
の
要
領
の
施
行

日
以
前

に
、
開
発
計
画
の
あ
っ
た
地
域

で
昭
和
五
十
三
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
に
そ
の
事
実
を
証
明
す

る
書
類
を
添
付
し
、
届
け
を
し

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
要

領
の
適
用
を
除
外
す
る
。

な
お
、
届
け
出
は
要
領
施
行

基
準
第
二
兔・
に
基
く
様
式
H
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

すず

かけ
朝
夕
の
冷
え

込
み
は
日
ご
と

に
き
ぴ
し
さ
を

増
し
、
今
年
も

い
よ
い
よ
最
後

の
月
を
迎
え
ま

し
た
。

構
造
的
不
況
に
始
ま
っ
た
日
本

経
済
は
。
最
近
の
異
常
と
も
思
え

る
急
激
な
円
高
傾
向
に
よ
っ
て
、

不
況
に
追
い
う
ち
を
か
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
円
高
の
原

因
と
し
て
、
日
本
人
の
働
き
す
き

と
す
る
説
か
あ
り
ま
す
か
、
あ
た

か
も
そ
の
動
勉
性
を
否
定
す
る
よ

う
で
感
心
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
人

の
勤
勉
性
は
、
戦
後
の
復
興
の
原

動
力
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
不
況
を

脱
出
し
、
国
際
経
済
競
争
の
中
で

活
躍
し
て
ゆ
く
原
動
力
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

今
後
の
地
方
自
治
財
政
を
考
え

る
と
き
、
昨
今
の
日
本
経
済
の
動

向
は
、
決
し
て
心
安
ら
か
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
区
の
人
口
は

六
十
二
万
余
で
仙
台
市
と
ほ
ぽ
同

じ
規
模
で
す
か
、
内
容
に
は
非
常

な
差
が
あ
り
、
特
に
財
政
的
に
は

ひ
ず
か
し
い
こ
と
が
多
い
の
が
現

状
で
す
。
引
続
く
財
政
危
機
の
中

で
、
区
民
福
祉
の
増
進
の
た
め

に
、
い
か
に
し
て
財
源
を
獲
得
し

て
い
く
か
が
最
大
の
課
題
で
す
。

足
立
区
長
　
長
谷
川
久
勇

年
末
年
始
の
窓
口
案
内

区
役
所
・
セ
ン
タ
ー
・
図
書
館

な
ど
の
年
末
年
始
の
事
務
取
扱
い

は
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

□
区
役
所
・
保
健
所
・
出
張
所

年
末
の
窓
口
事
務
は
二
十
八
日

(水
)

で
終
わ
り
ま
す
。ま
た
、

新
年
は
四
日
(
水
)
か
ら
業
務

を
開
始
し
ま
す
。

□
区
民
セ
ン
タ
ー
・
区
民
福
祉
セ

ン
タ
ー
・
児
童
館
・
老
人
館
・
消
費

者
セ
ン
タ
ー
・
産
業
振
興
館

・
文
化
会
館
・
体
育
館

年
末
は
、
二
十
(
日
(
水
)
で
M

館
し
ま
す
。
新
年
は
、
四
日

(水
)
か
ら
開
館
し
ま
す
。

□
青
年
館

年
末
は
、
二
十
五
日
(
日
)
で

閉
館
し
ま
す
。新
年
は
、
五
日
(

木
)
か
ら
開
館
し
ま
す
。

□
図
書
館

年
末
は
、
二
十
七
日
(
火
)
で

閉
館
し
ま
す
。新
年
は
、
五
日
(

木
)
か
ら
開
館
し
ま
す
。

□
教
育
セ
ン
タ
ー

年
末
は
、
二
十
七
日
(
火
)
で

閉
館
し
ま
す
。
新
年
は
、
五
日
(

木
)
か
ら
M
館
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
直
接
各
施
設
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
末
年
始
の

休
日
診
療
所

年
末
年
始
の
休
日
診
療
所
は
、

区
内
四
か
所
で
次
の
と
お
り
開
股

し
ま
す
。
な
お
、
祝
・
休
日
は
従

来
と
同
様
に
開
設
し
て
い
ま
す

。

年
末
年
始
の
期
間

十
二
月
二
十
九
日
<
木
)
～
一

月
三
日
(
火
)

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で
で
す
。

▽
千
住
休
日
診
療
所
(
千
住
仲
町

一
五

医
師
会
館
内
　
(

七

〇
-
○
四
六
一
)

▽
綾
瀬
休
日
診
療
所
(
東
稜
瀬
一
-

五
-
一
七

東
部
区
民
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
　

六
〇
五
-
七

一
〇
一
)

▽
竹
の
塚
休
日
診
療
所
(
竹
の
塚

ニ
ー
ニ
五
-
ニ
ー
教
育
セ
ン

タ
ー
内
　
(

五
〇一
(
(
〇

一
)

▽
江
北
休
日
診
療
所
(
江
北
六
-

一
六
上
〒
一
〇
一

江
北
保

健
相
談
所
内
　
(

九
六一
四

〇
〇
四
)

ご
利
用
く
だ
さ
い

湯
河
原
区
民
保
養
所
「あ
だ
ち
荘
」

区
民
保
養
所
「あ
だ
ち
荘
」を
ご

利
用
に
な
り
ま
せ
ん
か
。申
込
方

法
は
次
の
と
お
り
で
す
。な
お
、年

末
年
始
の
休
館
日
は
、十
二
月
二

十
七
日
?
一
月
四
日
ま
で
で
す
。

料
金
(
一
泊
二
食
付
)
　
大
人
…

二
千
五
百
円
　
小
人
(
四
歳
以

上
小
学
生
ま
で
)
…
千
三
百
円

利
用
日
数
　
二
泊
ま
で

申
込
資
格
　
区
内
に
在
住
・
在
勤

の
方
(
た
だ
し

、
一
人
で
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
)

申
込
受
付
方
法
　
毎
月
受
付
開
始

日
か
ら
翌
月
一
か
月
分
の
受
付

を
開
始
し
、
利
用
し
よ
う
と
す

る
日
の
五
日
前
ま
で
区
役
所
一

階
区
民
係
で
受
付
け
し
て
い
ま

す

。(
た
だ
し
、日
曜
・
祝
日
は

除
き
、
土
曜
日
は
正
午
ま
で
)

※
二
月
利
用
分
は
、
一

月
五
日
(

木
)
か
ら
受
付
け
ま
す
。
な
お
、

初
日
の
会
場
は
、
区
産
業
振
興
館
(

区
役
所
と
な
り
)
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
区
民
係
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昭 和52年度足立区財政状況( 上半 期) の公表から

限 ら れた財 源 を有 効に

豊か な施設 づ くり を
本区財政の実態を区民のみなさんに正しく理解していただき、より一層のご協力を

お願いするために、財政状況の公表を毎年2回、6月と12月に行なっています。今回

は、昭和52年4月1日から昭和52年9月30日まで( 昭和52年度上半期) の財政状況と

昭和51年度決算のあらましについてお知らせします。

昭和52年度 予算の執行状況
□ 一般会計

昭和52年度予算は、「限られた財源とそ

の効率的運用」という課題をかかえ、区政
五本の柱を堅持しつつ、厳しい内部努力を

推進し、あわせて積極的に財源の拡大をは

かり、特に「施設建設の推進」「福祉施策

の充実」「青少年の非行化防止」に重点を
おき 、積極予 算として編成し 、当初予算652

億6, 604万円で スタートしました。9 月30

日現在予算の補正は行な っておりません。

この予算額は、前年同期にくらべ122億3, 888
万円の増、その伸び率は23. 1% となって

おります。
■ 歳入歳出予算の執行状況

予算の執行状況をみますと、予算現額652

億6, 604万4 千円に対し、歳入で282億7, 923

万7 千円が収入され、収入率43. 3% 、歳出

では256億7, 020万9 千円、39. 3% 支出して

います。
科目別収支状況は、表- 1 、表- 2 、図

一1 、図一2 に示 すとおりです。

図- 1　昭和52年度一般会計予算現額と構成比( 52. 9. 30現在)

図- 2　昭和52年度一般会計予算執行状況( 52. 9. 30現在)

〔歳 入〕

この水神橋保育園の、建設費の一部は
国民年金特別融資によるものです。

表- 1　 昭和52年度一般会計歳入予算執行状況
52. 9. 30 現在

表- 2　昭和52年度一般会計歳出予算執行状況
52. 9. 30現在

〔歳 出〕

□

国民健康保険特別会計
この会計は、被保険者が負担する保険料

と国および都の支出金などを財源として、

療養給付や高額療養費などの保険給付およ

び保健施設の運営などを行なっていますが、

本年度は保養所の建設に着手し ました。
昭和52年9 月30日現在の予算額は、124億518

万円で、前年同期にくらべ29億9, 486万

円の増。伸び率は31. 8% となっております。
予算の執行状況は、歳入で51億598万6千

円が収入され、収 入率41. 2% 、歳出では38

億5, 268万5千円、31. 1% 支出しています。

□ 用地特別会計
住区施設( 児童館・老人館・集会施設) 、

児童遊園、保育園などの公共施設建設用地

を取得するための会計です。

昭和52年9 月30日現在の予算額は2 億50

万円で、前年同期と同額であり、予算の執

行状況は、1億1, 492万4千円が収入され、収

入率57. 3% 、支出額は、1億675万9 千円、

支出率53. 2% となっております。

区民負担の概況
昭和52年9 月30日現在の特別区民税の区

民負担額の概況および推移は、次の とおり
です。

( 注) 区民税調定額は9月末日現在、世帯、人口は足立区世帯人
口調による賦課期日( 1月1日) 現在数である。

区民税負担のうつりかわり
( 48年度～52年度)

あなたの区税、1, 000円の内訳( 52. 9. 30現在)

*区税、特別区交付金、繰越金等から計算したもの

現在、着々と工事が進む辰沼小学校

財産、公債および一時借入金

◆ 区 有 財 産

昭和52年9月30日現在で区が所有してい

る財産は、下表のとおり総額1, 021億3, 957

万9千円です。これを昭和52年10月1日現

在の区の人口62万3, 580人、世帯数20万4, 742

世帯で割ってみますと、一人あたり16万3, 795

円 一世帯あたり49万8, 870円となります。

区 有 財産 の 現 況

◆ 公 債
昭和52年9 月30日現在における公債の総
額は。142億6, 782万円で、その内訳は次の
とおりです。

民 生 債　　19 億2, 020万 〇千円

環境衛生債　　5 億9, 990万 〇千円

土 木 債　　26 億8, 954万 〇千円

教 育 價　　90 億5, 818万 〇千円

◆ 一 時 借 入 金

年度の途中において、一時的に支払資金

の不足が見込まれるとき。その不足を補な

うために市中銀行などから借り入れる資金

です。
本区においては、一般会計で15億円、国

民健康保険特別会計で5 億円を限度として

借り入れることができ ますが、昭和52年9
月30日までの上半期においでは借り入れの

実績はありませんでした。

繰越予算の執行状況
繰越明許費執行状況( 52. 9. 30 現在)

昭和51年度予算のうち、昭和52年度に繰
・)越された予算( 昭和51年度繰越明許費)

は7 事業2億4, 356万8 千円あり、その執行

状況は前表のとおりです。

東京都執行委任予算
この予算は、都の事務事業の一部を、都

知事から区が委任を受けて執行しているも

のです。

そのおもな内容は、区立小・中学校教職

貝の給与費、失業対策事業費、母子福祉資

金貸付金などで、昭和52年9 月30日現在の

執行委任額および執行状況は次のとおりで

す。
執行委任額および執行状況( 52. 9. 30現在)
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昭和51年度足立区
歳入歳出決算のあらまし

昭和51年度各会計の執行状況につきましては、前回昭和52年3 月31日現在で公表し

ましたが。その後2 か月の出納整理期間を経過し。この程まとま' J 、11月に開かれた
区識会第4 回定例会で承認されました。その概要についてお知らせします。

昭和51年度決算概要

一 般 会 計
一般会計の歳入決算額は587億5, 336万円、

歳出決算額は576( 1851万9 千円で歳入歳出

との差額11億4, 484万1千円は次年度へ繰り
越しとなりました。このうち2億4, 356万8

千円は 、水神橋保育園( 仮称) 豬簷、公共

下水道枝線工事 、五反野小学校体育館建設

および第六中学校体育館建設の繰越明許費(

昭和52年度に執行する) です。

昭和51年度一般会計決算額対前年度比較

1歳入

歳入の決算額は587億5, 336万円で。昭和50

年度の決算と比較しますと, 61億1, 944万1

千円, 11. 6% の増となり。前年度の伸び15. 9%

を4. 3% 下まわりました。

まず区財源のなかで最も大きな比重を占

める特別区交付金は, 224億346万6千円で

前年度の209億3, 472万2千円にくらべ。14

億6, 874万4千円, 7. 0%の増となっており,

歳入全体に占める割合は38. 1% で前年度の39. 8%

を1. 7%下まわりました。
声た特別区税は116億8, 809万6 千円で前

年度の96億2, 942万2千円にくらべ20億5, 867

万4千円, 21. 4% の増となっており, 歳入

全休に占め る割合は19, 9% で前年度の18. 3%

にくらべ1. 6% 上まわりまし た。

国庫支出金は111億1, 239万円で前年度に
くらべ19億4, 266万円。21. 2%の増で, 歳入

全体に占める割合は18. 9% で前年度より1. 5%

上まわりました。

2 歳 出
歳出の決算額は576R851 万9 千円で、昭

和50年度の決算頷と比較し ますと63億3, 175

万7千円、12. 3%の増で、前年度の伸び17. 7%

を5. 4% 下まわりました。 予算に対する
執行率は98. 7% となっています。

科目別に見てみますと第1 位民生贄の決

算額が。199億6, 356万5 千円で、歳出全体

の34. 7% を占めてお り、前年度と比較して371^7, 571
万円、23. 3%の伸びとなっており

ます。この事業内容は、生活保護経費。竹
の塚センター( 仮称) 建設、東伊具児童館(

仮称) 建設、児童館・ 老入館建設、保育

園建設および児童、老入、身体障害者等の

福祉対策経費です。

ついで構成比の高いのは教育費で26j % 、
決算額は154億4, 802万6 千円、前年度と比

較して15( &2, 056万7千円、10. 9% の増でt

事業内容は、校舎新増築、体育館建設、プ

ール建設等学校施設整備、教育扶助経費お

よび社会教育等の経費です。第3 位総務贄

の決算額は80億8, 454万6千円で全体の14. 0

%を占め、前年度と比較して5億4, 426万8
千円、6. 3%の減となっております。

第4 位土木費は道路の拡幅、新設、銘面

側溝改良補修、側溝新設改良、公共講渠改

良。公共下水道枝線工事等の経費で、決算

額は、79億8, 890万1千円で7億5, 165万1千円、10. 4%

の増となっており・ます。
以上4 つの科目の決算額をあわせますと

全休の89. 4% を占め 、残りが環境衛生費

( 5. 4%) 、公債費( 4. 0%) 、讓会費( 0. 8%) 、

産業経済費( 0. 4%) の順 となっておりま

す。

昭和51年度一般会計決算

( 歳入)

( 歳 出)

歳 入合 計 690億6, 704 万円

歳 出合計 678億1, 814 万円

差 引 額 12億4, 890 万円
昭和51年度一般会計決算の財源別性質別内訳

なお、昭和51年度に執行された一般会計の主な事業は、次のとおりです。

◆ 生活環境の整備… …… 45 億2, 922万円

○ ガードレール設置等交通安全対策

1 億1, 774万円

○ 保健センター( 仮称) 建設( 設計委託)

1, 167万円

○ 伝染病等予防対策　2 億5, 468万円
○ 母子保健対策　1 偉412 万円

○ 道路整備等　14 億9, 304万円

○ 公共溝渠改良　3 億6, 792万円

○ 公共下水道工事　13 億5, 645万円

○ 排水場新設・整備　2 億I , 539万円

○ 街路灯新設・改良　7, 760 万円

○ 公園新設・改良　2 億9, 05‘ 0万円

○ 休日診療　2, 377 万円
○ 私道整備助成　5, 798 万円

◆ 青少年の健全育成……… 63億2, 699万円

○ 小・中学校校舎新増築　21 億4, 464万円

○ yjヽ ・中学校プール建設　4 億2, 011万円

○ 小・中学校体育館建設　3 億3, 763万円

○ ノ』ヽ学校校地購入　3 億6, 805万円

○ 小・中学校教室のガス暖房化

2 億3, 238万円

○ 児童遊園新設・改良　1, 984 万円
○ 学校開放　1, 754 万円

○ 児童・生徒の就学扶助　U 億4, 925万円

○ 学校給食費補助　7, 682 万円

○ 児童・生徒等の保健対策　1億4, 213万円

○ 私立幼稚園児等保護者負担軽減

4 億1, 758万円

○ 公私立幼稚園就圉奨励　1{ £7, 842万円

○ 青少年問題対策, 青少年教育の振興
3, 809万円

○ 体育施設整備　5, 246 万円

○ 総合体育館建設資金積立金

4 億4, 875万円

○ 区民大運動会　443 万円

○ 区民スポーツ教室　430 万円

◆ 社会福祉の充実…… … … 128億3, 008万円

○ 心身障害者( 児) の福祉充実

1 億5, 569万円

○ 老人福祉の充実　10 億8, 951万円

○ 児童福祉の充実　12 億2, 744万円

○ 保育園等福祉施設の建設整備

4 億258 万円

○ 生活保護等扶助　98億8, 463万円
○ 生業資金等貸付　5, 839 万円

○ 難病患者福祉手当支給　742 万円

◆ 公害防止と緑化推進… … 4 億6, 056万円

○ 公害健康被害補償事業　3{ £1, 079万円

○ 環境整備責金貸付　997 万円

○ 学校, 公園等施設の植樹　8, 564 万円

○ さくら植樹　713 万円

○ 苗木の配布　419 万円

○ 公害防止施設整備資金の利子補給等

649万円
◆ 大震火災対策… …… …… 6, 528 万円

○ 防災用貯水槽設置　1, 990 万円

○ 飲科水用ろ過機購入　348 万円

○ 地域配備等消火器薬品詰替　1・, 003万円

○ 防災組 織の育成　2, 146 万円

○ 災害演習　283 万円

○ 災害用備蓄物責購入　311 万円
◆ その他… …… …… … …… 56 億5, 737万円

○ 中小企業融資　1, 040 万円

○ 同和対策事業　2, 156 万円

○ 広報・広聴の充実　6, 968 万円

○ 消費者対策　2, 039 万円

○ 区民農園設置運営　220 万円

○ 区民保養所の運営　1 億1, 139万円

○ 公共施設建設資金積立金

12&1, 620万円
○ 庁舎建設責金積立金　2 億　　0万円

○ 特別区債の元利償還　23 臆1, 397万円

○ 開発公社業務委託　14( 14, 206 万円

国民健康保険特別会計
国民健康 保険 特別会計の歳 入決算額は101

億1, 129万4千円, 歳出決算額は100億I , 698
万2千円で,歳入歳出との差額9, 431万2

千円は次年度へ繰り越しとなりました。

歳入は前年度と比較して16億3, 426万3千円、

19. 3%の増。歳出は前年度とくらべ16億9、719
万8千円、20. 4% の増となっています。

歳入歳出の科目別決算状況は、次のとお

りです。

昭和51年度国民健康保険特別会計決算

( 歳 入) ( 歳 出)

用地特別会計
用地特別会計の歳入決算額は211238万8

千円、歳出決算額Iは1&9, 263万9千円で、

歳入歳出との差額974万9千円は次年度へ繰

り越しとなり ました。 歳入は前年度とくら

べ206万6千円、1. 0%の増。歳出は前年度と

くらべ183万3千円、1. 0%の増となっでおりまt

昭和51年度用地特別会計決算
( 歳 入)

( 歳出)
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昭和53年4月入園 入室の

児童を募集します
保育園・区立児童保育室

園
児
を
募
集

区
立
・
私
立
保
育
園

福
祉
事
務
所
で
は
、区
立
・
私
立
保

育
園
に
来
年
四
月
入
園
を
希
望
す
る

児
童
の
申
込
受
付
を
行
な
い
ま
す
。

ま
た
五
月
闘
圃
予
定
の
区
立
本
木

保
育
園
・
″児
募
集
も
合
わ
せ
て
行
な

い
ま
す
の
で
、
次
の
要
領
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
で
き
る
方
　
両
親
が
勵
い
て

い
た
り
病
気
な
ど
の
た
め
乳
幼
児

の
世
話
が
で
き
な
い
か
ま
た
は
困

難
な
家
庭

申
込
期
間
　
一
月
十
日
<
火
)～
一

月
二
十
四
日
(
火
)

申
込
み
に
必
要
な
も
の

▽
昭
和
五
十
二
年
分
所
得
税
額
の
わ

か
る
も
の
(
源
泉
徴
収
票
ま
た
は

確
定
申
告
書
の
控
え
。
な
お
、
五

十
二
年
分
が
未
確
定
の
と
き
は
、

五
十
一
年
分
の
控
え
)

▽
昭
和
五
十
二
年
度
分
特
別
区
民
税

額
の
わ
か
る
も
の
(
す
で
に
お
手

元
に
屆
い
て
い
る
納
税
通
知
一
・

特
別
徴
収
税
額
通
知
一

ま
た
は
課

税
証
明
書
)

※
課
税
証
明
一
の
請
求
は
窓
口
が

混
み
合
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

ど
う
ぞ
。

▽
印
か
ん

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
あ
な
た
の

往
居
を
管
轄
す
る
次
の
各
福
祉
事

務
所
へ
。

◎
足
立
福
祉
事
務
所
(
千
住
柳
町
一

二
-
五
　
　
(
(
(
-
三
一
四
一
)

◎
中
都
福
祉
事
務
所
{
関
原
ニ
ー
一

〇
-
}
○
　
　
(
(
九
-
一
四
(

一
)

◎
同
竹
の
塚
分
室
(
竹
の
塚
二―
二

五
-
}

七
　
　
(
八
三
―
六
{
〇

〇
}

◎
東
部
福
祉
事
務
所
(
東
綾
瀬
一―

苙
-
一
七
　
　
(

〇
五
一

七
一
〇

五
)

◎
西
部
福
祉
事
務
所
(
鹿
浜
一
〒
二

洩
ム
。コ
　
　
(
九
七
-
五
〇
一
一
)

※
な
お
'
K

般
保
育
園
の
所
在
地
・

定
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
区
立
本
木
保
育
園
(
本
木
東
町
一

(
-
一
七
…
定
員
百
名
)

入
室
児
を
募
集

区
立
学
童
保
育
室

昭
和
五
十
三
年
四
月
入
室
の
児
竃

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

申
込
受
付
期
間
　
一
月
五
日
(
木
)

こ

月
三
十
一
日
(
火
)

入
室
で
き
る
児
童
　
小
学
校
一
年
～

三
年
生
の
児
童

申
込
み
で
き
る
方
　
両
親
が
働
い
て

い
た
り
嗣
気
な
ど
の
た
め
、
下
校

後
児
童
の
面
倒
が
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
家
庭

定
員
　
一
保
冐
寔
あ
た
り
四
十
名

費
用
(
保
護
者
負
担
金
)
　
児
童
一

人
あ
た
り
月
額
千
円

用
意
す
る
も
の
　
申
爾
書
・
調
査
一

(
各
学
童
保
育
寔
に
あ
り
ま
す
)
・

印
か
ん

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
あ
な
た
の

希
望
す
る
学
童
保
育
室
(
左
表
参

照
)
へ
ど
う
ぞ
。
な
お
、
四
月
M

設
の
栗
原
西
児
童
館
(
仮
称
)
の

保
育
室
は
、
区
役
所
福
祉
事
業
課

で
受
付
け
ま
す
。

ご
注
意
　
▼
私
立
み
ど
り
学
重
保
育

ク
ラ
ブ
(
興
本
小
内
)
に
入
室
ご

希
皇
の
方
は
、
直
接
ク
ラ
プ
ヘ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。(
　
(

九
(
-
七
二
四
〇
)

▼
宮
城
学

童
保
育
室
は
四
月
頃
、長
門
学
重

保
育
室
は
九
月
頃
に
、
そ
れ
ぞ
れ

新
設
の
小
台
お
よ
ぴ
長
門
児
童
館
(

仮
称
)
に
移
る
予
定
で
す
。

学 童 保 育 室 一 覧 表

こどもたちを元気に育てるために

手作りのたこを大空へ
新年子どもたこあげ大会

新
し
い
年
を
迎
え
、
子
供
た
ち

の
豊
か
な
夢
と
希
望
を
育
む
た
め

忸
例
の
「
新
年
子
供
た
こ
あ
げ
大

会
」
を
行
な
い
ま
す
。

こ
の
大
会
は
、
冬
休
み
を
利
用

し
創
意
と
エ
夫
を
生

か
し
た
「
た
こ
」を
作

り
、
事
前
に
審
査
な

ど
を
行
な
う
コ
ン
ク

ー
ル
と
当
日
S
加
者

全
貝
に
よ
る
た
こ
あ

け
を
行
な
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。な

お
、当
日
参
加

者
先
一

二
千
五
百
名

の
方
に
た
こ
を
差
し

あ
け
ま
す
。

日
時
　
一
月
二
十
二

日
(
日
)
午
後
一

時
(
雨
天
の
場
合
は
、
二
十
九

日
に
順
延
)

場
所
　
区
営
千
住
斬
橋
グ
ラ
ン
ド

参
加
対
象
　
区
内
子
供
会
な
ど
の

会
員
。
た
だ
し
、
参
加
者
全
員

に
よ
る
た
こ
あ
げ
の
参
加
は
自

由
で
す
。

大
会
内
容
　
▼
コ
ン
ク
ー
ル
(
佃

人
競
技
)
・・・
だ
こ
の
形
・
デ
ザ

イ
ン
な
ど
に
エ
央
を
こ
ら
し
た

も
の
を
自
分
で
作
り
事
前
に
毒

査
を
受
け
大
会
当
日

飛
し
ょ
う
毒
査
を
行

な
う
。　
▼
プ
ロ
ッ

ク
競
技
…
各
地
区
少

年
団
体
協
議
会
の
代

表
選
手
(
三
名
)
に
よ

り
競
技
を
行
な
う
。

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

「
日
本
の
凧
の
会
」

に
よ
る
日
本
お
よ
ぴ

世
界
各
地
の
た
こ
の

飛
し
ょ
う
実
演

申
込
方
法
　
佃
人
競
技

は
申
込
一
(

地
少
協

・
青
少
年
係
に
あ
り

ま
す
)
に
記
入
の
う
え
各
地
区

少
年
団
体
協
瞋
会
を
通
じ
て

、

一
月
十
四
日
(
土
)
ま
で
に
、

教
育
委
員
会
青
少
年
係
へ
提
出

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
青

少
年
係

あ
な
た
も
ス
キ
ー

を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か

区
民
ス
キ
ー

ス
ク
ー
ル

期
日
　
三
月
十
日
夜
行
～
一
月
十

三
日
夜
帰
着

場
所
　
長
野
県
白
馬
(
方
尾
根
ス

キ
ー
場
、
宿
舎・
=望
翆
荘

会
費
　一
万
九
千
五
百

円
募
集
人
員
　
九
十
名

交
通
機
関
　
往
復
デ
ラ

ッ
ク
ス
バ
ス

申
込
方
法
　
申
込
金
九
千
五
百
円

を
添
え
て
ス
キ
ー
協
会
連
絡
所
(

千
住
一
干

七
五
　

　
(
(

二
-

七
九
〇
〇
「
ス
キ
ー
シ
ー
ツ
プ

バ
ム
」)へ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

受
付
開
始
　
十
二
月
二
十
一
日
か

ら
受
付
け
ま
す
。

※
な
お
、
バ
ッ
ジ
テ
ス
ト
(
無
料
)

も
あ
り
ま
す
。

区
民
ス
キ
ー
大
会

期
日
　
二
月
五
日
(
日
)
午
前
十

時
ゼ
ッ
ケ
ン
交
付
、
午
前
十
一

時
軋
ぎ
開
始

場
所
　
新
墹
県
越
後
湯
沢
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
(
讌
沢
フ
ア

ミ
リ
ー
ラ
ン
ド
内
、
讌
沢
取
よ

り
送
迎
バ
ス
有
)

種
目
　
回
転
競
技
(
初
・
中
級
者

に
も
楽
し
め
る
ポ
ー
ル
セ
ッ
ト

で
す
)

種
別
　
女
子
組
、少
年
結
、男
子
一

都
(
三
十
五
歳
末
膺
)
、
男
子
二

都
(
三
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳

未
繝
)
、
男
子
三
部
(
四
十
五
歳

以
上
五
十
五
歳
未
滴
)
、男
子
四

旻

五
十
五
歳
以
占

参
加
費
　
二
千
円

申
込
方
法
　
参
加
費
を

添
え
て
、
ス
キ
ー
協

会
連
絡
所
へ
。
千
住

三
-
七
五
(
ス
キ
ー
シ
ョ
ッ
プ

バ
ム
　
(
(
二
-
七
九
〇
〇
)

申
込
締
切
　
一
月
三
十
一
日

※
な
お
、
現
地
集
合
・
解
散
と

し
、
当
日
、
現
地
で
の
参
加
申
込

み
は
で
き
ま
せ
ん
。

足
立
区
で
買
お
う

食
べ
よ
う
　
頼
も
う

資
金
を
お
貸
し
し
ま
す

―
土
盛
資
金
・
生
業
資
金
な
ど
―

土
盛
資
金

道
路
整
備
や
地
盤
沈
下
等
に
よ
り

現
在
お
住
ま
い
の
家
屋
が
降
雨
時
に

浸
水
し
や
す
い
た
め
土
盛
工
事
を
行

な
う
方
に
資
金
を
お
貸
し
し
ま
す
。

貸
付
限
度
額
　
五
十
万
円

貸
付
利
率
　
年
三
・
六
五
%

償
還
方
法
　
半
年
す
え
一
後
四
年
以

内
の
半
年
均
等
割
賦

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
環
境
課

生
業
資
金

貸
付
対
象
　
一
般
金
融
機
関
か
ら
融

賢
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
、
貸

付
を
受
け
る
事
業
に
よ
っ
て
生
計

を
立
て
る
方
で
、
次
の
要
件
に
あ

て
は
ま
る
方
。

(
1
)
区
内
に
一
年
以
上
住
ん
で
い
る
こ

と
(
2
)
す
ぐ
に
事
業
が
始
め
ら
れ
る
こ
と

(
3
)
住
民
税
か
お
お
ひ
ね
均
等
割
以
下

で
、
完
納
し
て
い
る
こ
と

(
4
)
確
実
な
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

貸
付
限
度
額
　
六
十
万
円

利
子
　
年
三
・
六
五
%
(
す
え
お
き

期
間
中
は
無
利
子
)

返
済
方
法
　
五
十
回
均
等
僕
遺
(
六

か
月
す
え
お
き
)

申
込
受
付
期
間
　
昭
和
五
十
三
年
一

月
九
日
(
月
)
～
一
月
二
十
日

(金
)

間
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
民
生
係

交
通
事
故
救
済
資
金

交
通
事
故
に
よ
り
、
当
座
の
費
用

が
不
足
し
お
困
り
の
方
に
資
金
を
お

賃
し
し
ま
す
。

貸
付
限
度
額
　
二
十
万
円

貸
付
利
率
　
無
利
子

償
還
方
法
　
十
か
月
以
内
の
均
等
創

月
賦

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
環
境
課

医
療
従
事
者
の

年
末
現
状
届

次
の
免
許
を
有
す
る
医
療
従
事
者

で
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
末
現

在
、
該
当
す
る
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

管
轄
す
る
保
健
所
へ
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
・・・
区

内
に
住
所
が
あ
る
方
は
。
就
業
の

有
無
を
問
い
ま
せ
ん
。

▽
保
健
婦
・
助
産
婦
・
一

腰
婦
(
士
)

・
准
看
霞
婦
(
士
)
・
歯
科
技
工

士
・
歯
科
衛
生
士
・・・
区
内
で
そ
の

業
務
に
就
巣
し
て
い
る
方
の
み
。

届
出
用
紙
　
各
保
健
所
窓
口
(
医
務

担
当
)
に
あ
り
ま
す
。

届
出
期
限
　
一
月
十
四
日
(
土
)

問
い
合
わ
せ
先

足
立
保
健
所
(
　
(

四
〇
-
五
一
四
一
)
千
往
保
健

所
(
　
(
(
(

―
四
二
七
七
)

タ
バ
コ
は

区
内
で
買
い
ま
し
ょ
う

心
身
障
害
者
の
い
る
方
へ

家
政
婦
を
派
遣

心
身
障
要

の
い
乱
l
y

区

内
の
家
政
婦
紹
介
所
か
ら
家
政
婦
を

派
遣
し

、
身
の
回
り
の
お
世
話
な
ど

を
し
ま
す
。

対
象
　
身
体
障
害
者
手
帳
一
・
二
級
「

震
の
手
帳
一
～
一
度
、
脳
性
マ
ヒ
「

瑯
行
性
筋
萎
縮
症
お
よ
ぴ
こ
れ
ら

と
同
程
度
以
上
の
陣
書
が
あ
り
、

日
常
生
活
上
の
介
護
が
必
要
で
あ

る
方
の
い
る
ご
家
庭
で
障
害
者
ま

た
は
介
霞
者
の
一
時
的
疾
病
な
ど

に
よ
り
、
日
常
生
活
が
著
し
く
妨

げ
ら
れ
る
世
帯
(
た
だ
し
、
福
祉

事
務
所
・か
ら
家
庭
奉
仕
員
が
派
遣

さ
れ
て
い
る
世
帯
は
除
き
ま
す
)

サ
ー
ビ
ス
の
内
容

食
事
、
洗
雇
、

掃
除
、
身
の
回
り
の
お
世
話
な
ど

申
請
に
必
妥
な
も
の

印
か
ん
、
身

障
手
帳
、震
の
手
帳
、診
断
書
な
ど

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
授

護
係振

込
み
ま
す

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
期
支
払
分
(

昭
和
五
十
二
年
(
月
?
十
一
月
分
)

の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
お
よ
び
難

病
患
者
福
祉
手
当
は
、
十
二
月
二
十

五
日
頃
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機

閧
に
振
込
み
ま
す
の
で
、
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。受
給
者
の
方
に
は
、二

十
五
日
頃
(
ガ
キ
で
通
知
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
援
護
係

登
記
所
の
年
末
事
務
取
扱
い
は

1
2月
2
8日
ま
で
で
す

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

同
対
審
答
申
と
特
別
措
置
法
(
1
7
)

こ
れ
ま
で
数
回
に
わ
た
り
同
和

対
策
謇
崋
会
答
申
と
同
和
対
策
募

業
特
別
措
置
法
に
つ
い
て
解
説
し

て
き
ま
し
た
。

同
和
問
題
は
、
憲
法
に
保
障
さ

れ
た
基
本
的
人
権
が
侵
さ
れ
て
い

る
、
た
い
へ
ん
重
大
な
問
胆
な
の

で
す

。

同
和
地
区
で
生
ま
れ
た
と
い
う

こ
と
を
原
因
に
し
て
、
差
別
さ
れ

る
深
刻
な
問
題
を
、
よ
そ
ご
と
に

し
て
良
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

一
日
も
早
く
、こ
う
し
た
差
別

を
な
く
す
た
め
に
、
答
申
や
措
置

法
を
基
本
と
し
て
国
は

も
ち

ろ

ん
、
都
、
区
も
積
極
的
な
施
策
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
も
同
和
問
題
を

自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
同
和
問
題
に
開
す
る
閧
い
合
わ

せ
は
、区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

来
年
か
ら
は
毎
月
一
回
五
日
号

に
掲
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
回
は
二
月
五
日
号
で
す
。

掲
示
扱

成
人
の
集
い
に

ご
参
加
を

『
成
人
の
集
い
』
の
会
場
が
変

わ
り
ま
す
。
こ
の
一
年
間
に
成
人

に
な
ら
れ
た
方
に
は
、
年
賀
状
で

ご
案
内
を
さ
し
あ
げ
ま
す

。

対
象
　
昭
和
三
十
二
年
一
月
十
六

日
か
ら
昭
和
三
十
三
年
一
月
十

五
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

日
時
・
場
所

(
1
)
一
月
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分

か
ら
・・
女

化
会
館
、
午
前
の
懿
(

第
六
・
十
・
十
一
・
十
七
・

十
(
・
十
九
・
東
綾
瀬
・
東
栗

原
・
花
畑
の
各
出
張
所
管
内
の

方
)

(
2
)
一
月
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分

か
ら
…
産
業
振
興
館
公

会

堂
(

常
東
・
第
三
・
四
・
五
斗

二
・

二
十
の
各
出
張
所
管
内
の
方
)

(
3
)
一
月
十
五
日
午
後
一
時
三
十
分

か
ら
・
=文
化
会
館
、
午
後
の
部
(

第
七
・
(
・
九
・
十
三
・
十

四
・
十
五
・
十
六
・
鹿
浜
の
各

出
張
所
管
内
の
方
)

問
い
合
わ
せ
先
　

教
育
委
員
会
文

化
係区

民
新
年
ラ
ジ
オ

体
操
大
会

日
時
　
昭
和
五
十
三
年
一
月
二
日
(

月
)
午
前
(
時
開
会

場
所
　
区
立
本
木
小
学
校
々
庭
<

雨
天
の
鳩
合
は
同
校
体
育
館
)

参
加
希
望
　
参
加
希
望
の
方
は
当

日
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
区
ラ
ジ
オ

体
操
会
事
務
局
　
　
(
(

七
-

○
三
二
九

大
原
宅

ご
協
力
く
だ
さ
い

工
業
統
計
調
査

「
工
業
統
計
調
惠

が
今
年
も

十
二
月
三
十

言

現
在
で
実
施
さ

れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
わ
が
国

の
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
す
べ
て
の
工
業
事
業
所
を

対
象
に
、
従
業
者
歎
、
原
材
料
の

使
用
額
、
製
造
品
出
荷
額
な
ど
を

調
査
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
結
果

は
、
わ
が
国
の
経
済
施
策
立
案
の

た
め
の
重
要
な
参
考
賢
料
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
調
査
票
は
統
計
以

外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

年
末
、
年
始
の
ご
多
忙
な
時
期

で
す
が
、
調
査
員
が
各
事
業
所
を

訪
問
し
た
と
き
は
、
ぜ
ひ
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
統
計
係

所
得
税
の

特
別
減
税

昭
和
五
十
一
年
分
所
得
税
の
特

別
減
税
を
。
ま
だ
受
け
て
い
な
い

方
は
、
忘
れ
な
い
う
ら
に
還
付
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
足
立

税
穆
署
(

　
(
(
(

上
(
二
四
一
)
・

西
新
井
税
務
署
(

　
(
四
〇
-

一
一
一
一
)

変
更
し
ま
す

読
書
室
開
設

日
時
　
十
二
月
二
士
六
・
二
十
七

日
一
月
五
日
～
七
日
時
間

は
い
ず
れ
も
午
前
九
時
?
午
後

四
時
三
十
分
(
た
だ
し
、
土
曜

日
は
正
午
ま
で
)

対
象
　
小
学
生
以
下
の
方

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
セ

ン
タ
ー

　
(
五
〇
-
(
(
〇

一た
ば
こ
ぺ
ー
パ
ー

ク
ラ
フ
ト
展
示
会

日
時
　
十
二
月
二
十
二
日
(
木
)

午
前
十
時
～
午
後
三
時

場
所
　
区
産
業
振
興
館
(
区
役
所

と
な
り
)

問
い
合
わ
せ
先
　
日
本
専
売
公
社

足
立
営
業
所
　
　
(
(
二
-
九

四
{
}

調
査
に
ご
協
力
を

川
口
市
の
測
量
作
業

川
口
市
で
は
、
全
域
の
地
形
図

を
作
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
測一

作
業
の
た
め
作
藁
員
が
、
川
口
市

に
隣
接
す
る
足
立
区
域
内
に
立
入

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の

節
は
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

期
間
　
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十

日
か
ら
五
十
三
年
三
月
二
十
日

時
間
　
日
の
出
～
日
没

立
入
調
査
者
　
太
平
津
航
業
株
式

会
社
(
川
口
市
発
行
の
身
分
証

明
一
を
携
行
)

問
い
合
わ
せ
先
　
川
口
市
役
所
都

市
計
画
課
　
　
○
四
(
二
-
五

二
-
○
二
五
一
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